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はじめに

　知的財産権制度が中国において設立されたのは
1980年代になってからであったが、その後、年々急
速な勢いで発展し続けており、世界的に広範な注目

を集めている。2016年に、中国の知的財産権業界で
は、注目に値する多くの出来事があった。立法面で
は、いくつもの法律・法規の意見募集稿や送審稿が
相次いで公表され、うち1993年に制定されてから初
めての改正案が発表された『不正競争防止法』、新
たなイノベーションの保護情勢に応じて、改正され



特 許 ニ ュ ー ス 平成29年１月６日（金曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

た『特許審査指南』などがあり、それに伴い、『最高
裁判所による特許権侵害をめぐる紛争事件の審理に
おける法律適用の若干問題に関する解釈（二）』が正
式に公布され、特許訴訟における「期間が長い、立
証が難しい、賠償が低い」などの際立った問題を解
決するため、司法解釈の形式で、特許権侵害実務に
おける重点や困難な問題をより一層明確にした。
　また、知的財産権紛争事件の件数も前年を上回り、
そのうち、社会において広範な注目を集めた事件も
多くあった。例えば、「中国好声音」著作権・商標
権侵害紛争事件、「非誠勿擾」商標権侵害紛争事件
及び、米国クアルコム社と魅族公司、ファーウェイ
とサムスングループ、捜狗公司と百度公司などそれ
ぞれにおける特許権紛争事件などがあった。知的財
産権紛争事件の件数が増加し、賠償金額も上昇した
ことで、知的財産権の重要性が一層明確にされ、新
たなイノベーション情勢における知的財産権の保護
は、全世界の全ての経営者にとっても、避けて通る
ことができない課題となっている。
　さらに、行政機関と刑事機関が、知的財産権違法
行為の取締まりに、今まで以上に大きな力を注い
だ。海賊版の摘発、税関における差押え及び知的財
産権刑事犯罪に対する摘発など通常の行動以外に、
国家発展改革委員会、国家工商行政総局などの機関
は、独占禁止、市場支配的地位の濫用行為に対する
規制などにおいて、依然として強い態度で臨んでお
り、一部の独占行為や市場支配的地位の濫用行為が
厳しく処罰された。
　筆者は2016年の重大ニュースの中から、比較的大
きな影響力のあったと思われる10件を選択し、以下
にそれぞれを紹介するものとする。これらの出来事
を振り返ると共に、来るべき2017年の知的財産業界
の進むべき方向についても展望する。

Ⅰ　2016年知財十大ニュース

１．『不正競争防止法（改正案送審稿）』国務院常務
会議で可決される２

国務院法律制定事務局は2016年２月25日、『中
華人民共和国不正競争防止法（改正案送審稿）』を
公表し、社会各界から広く意見募集を開始した。

今回の改正案において、商業標識、市場におい
て誤認、混同を引き起こす行為、相対的に優位な
地位、商業賄賂、営業秘密、懸賞付き販売などの
法律用語と概念を定義することで、工商局や市場

監督管理局の関連部門の法執行の実行可能性を強
化し、現在新しい分野に起こっている違法行為を
規制することで、公平競争の市場秩序をより一層
保護できるようにした。さらに、『独占禁止法』
との協調と連携を実現し、経営者の定義を整備し、
その他の不正競争行為の条項を追加し、不正競争
防止法の調整範囲を拡大させた。インターネット
などの分野での新たな不正競争行為に対して、そ
の性質によって、個別に法的規制を行うように
なった。

そして、不正競争防止法の改正案は2016年11月、
国務院常務会議で可決され、全国人民大会常務委
員会の審議に提出されることが決定した。

ポイント：現行の不正競争防止法が1993年に施
行されてから、20年間以上の発展を経て、現在、
中国経済の市場化の程度が大幅に向上し、経済総
量、市場規模、市場競争の程度や状況について、
極めて広範で際立った変化が起きている。現行の
不正競争防止法は、市場経済保護の基本法律の１
つとして、実際に生じているさまざまな新たな情
勢に適応するように、適時に調整することが必要
である。

不正競争防止法は制定されてから、これまで１
回も調整されておらず、日進月歩の知的財産分野
の変化にすでに適応できなくなっていたので、今
回20数年ぶりの改正は、社会より広範な注目を集
めている。公表された意見募集稿の内容から見る
と、商業標識の概念、市場において誤認、混同を
引き起こす行為の定義などは、権利者の合法的な
権益の保障に大いに役に立ち、実務におけるさま
ざまな不正競争の状況を商業標識の権利侵害の範
囲に統一することができ、当該条項の改正は、不
正競争防止法の運用性を大きく向上させるものと
思われる。また、今回の改正案において、初めて
相対的に優位な地位の概念に言及されたが、実務
において如何に認定するかについては、実際に判
例によって明確する必要がある。しかし、今回の
意見募集稿において、例えば、明確に列挙されて
いない不正競争行為ついて、工商行政管理部門に
よって認定すると規定しているが、実践では一般
的不正競争行為の認定は通常裁判所によって行わ
れているなど、その内容について、いろいろ問題
提起がされた。

国務院で可決され、全国人民大会常務委員会で
の審議に提出される改正送審稿は、まだ公表され
ていないので、その具体的な内容が明らかになっ


